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茅 ヶ 崎 市 立 今 宿 小 学 校
ち が さ き し り つ い ま じ ゅ く し ょ う が っ こ う

 

 ほ  け  ん  し  つ  

４月
がつ

の保健目標
ほ け ん も く ひ ょ う

 

自分
じ ぶ ん

のからだを 

しりましょう 



SC（スクールカウンセラー）ついて 
 主に保護者の相談を行います。質問、予約等は養護教諭、担任までお願いします。 

※相談は１時間程度です。    

＊相談場所は２F相談室です。 今年度の日程は下記のとおりです。 

 保健室では、お子さんが
学校へ楽しく元気に通える

よう、心と体のサポートを

していきたいと思っていま

す。学校へお越しの際や、

心配事がある際は気軽にお

立ちよりください(^▽^)/ 

4/20（月） 5/7（木） 6/1 （月）7/6（月） 9/3（木） 10/5（月） 

11/30（月） 12/21（月） 1/2８（木） 2/2５（木）3/11（木） 

＊健康診断の後に「受診のおすすめ」が通知されることがあります。その後、病院で診ていた

だいても「異常なし」だったとか「診断名が違った」という場合もあります。学校の健康診断

はスクリーニング（振るい分け）であり集団検診です。ご理解いただきますようよろしくお願

いします。 

＊色覚検査（色の見え方の検査）をご希望の場合は、担任までお申し出ください。 

＊必ず連絡がつく電話番号を保健調査票に記入していただいてはいますが、お出かけになる場

合などは、その日の朝にお子さんに伝えておいてください。 
＊新年度、環境の変化に緊張も多いかと思います。ご家庭ではお子さんの話を十分に聴いてい

ただけたらと思います。またお子様の体のことで、ご心配がある場合は、保健室までお声かけ

ください。 

＊お子さんのことで、困ったこと（学校へ行きたがらない等）があった場合、保健室でもお話

をおうかがいすることができます。気軽にご相談ください。 

※お子さんの事で相談機関にかかりたい場合は教育相談コーディネーター、担任、養護教諭ま

でご相談ください。〔巡回相談、通級指導教室（そだちの教室、ことばの教室）、SCなど〕 

    『独立行政法人 日本スポーツ振興センター』 医療費給付制度について 
   お子様が学校管理下（登下校中も含みます）でけがをし、医療を受けた場合に費用の給付を受け

ることができます。治療等に要する費用が500点（家庭負担額1500円くらい）以上の場合に対象とな

ります。学校でけがをし、医療機関へかかった時は、担任または保健室へご連絡ください。 

※医療費を請求する際はなるべく小児医療証等を使用しないようお願いします。 

心の教育相談員による相談（児童対象）※スマイルルーム 
２０分休み、昼休みに相談室（スマイルルーム）を利用できます。 

心の教育相談員は、休み時間に遊びを通じて話し相手になったりして

います。個別の相談（※要予約）も行っています。 

※予約が入っていたり、相談員の勤務日以外など利用できない日があり

ます。スマイルルーム前のカレンダーを見て確認してください。  


